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（目的）
第１条　この要領は、建設工事の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いを定めることにより、事務の適正化及び簡素化を図るとともに、請負契約の双務性の維持に資することを目的とする。
　（適用）
第２条　この要領は、別に定めがあるものを除くほか、日光市が発注する建設工事に適用するものとする。
　（定義）
第３条　この要領において「設計変更」とは、工事の施工に当たり、別に定める日光市建設工事請負契約書第18条から第21条まで、第23条、第26条、第30条及び第31条の規定により、当該契約の目的を変更しない範囲内において設計図書の一部を変更することとなる場合（第５条に規定する場合に限る。）において、契約変更の手続を行う前に当該変更の内容をあらかじめ受注者と協議し、又は受注者に指示することをいう。
　（設計変更）
第４条　設計変更は、原則として、次の場合に行うものとする。
　(１)　天災その他の不可抗力により工事を設計図書どおり施工することが不可能になった場合
　(２)　設計図書に示した施工条件が実際の工事現場の状況と一致しない場合
　(３)　設計書、図面及び仕様書が交互に符合しない場合
　(４)　新たな工法を採用する場合
　(５)　発注時において確認困難な要因に基づく場合
　(６)　他の事業に起因する事由、関係法令の改正等により設計条件の変更が必要となった場合
　(７)　自然環境の適切な保全又は公益上変更の必要があると認められた場合
　(８)　工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当になったと認められた場合
　(９)　予算上の理由により変更が必要であると認められた場合
　(10)　前各号に該当しない場合において、特にやむを得ないと認められた場合
　（契約変更の範囲）
第５条　変更見込金額が請負代金の30パーセント（30パーセントに相当する金額が100万円以下であるときは、100万円）以内の工事又は現に施工中の工事と分離して施工することが困難な工事は、契約変更により行うことができるものとする。
第６条　変更見込金額が請負代金の30パーセント（30パーセントに相当する金額が100万円以下であるときは、100万円）を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする。
　

（設計変更の手続）
第７条　設計変更は、その必要が生じた都度、担当課長等がその変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認した上、受注者と協議することにより行うものとする。この場合において、変更実施の内容が軽易である場合や、性質上緊急を要するものについては、条件確認通知書（日光市建設工事請負契約書様式第19号）等であらかじめ協議をし、遅滞なく事務を処理するものとする。
２　工事内容変更事務における軽易な事項は、次に掲げるものとする。
　(１)　設計金額の１割以内の額（50万円以上を除く。）の変更で次のいずれかに該当するもの
　　ア　同一工種内における工法の変更
　　イ　設計単価及び歩掛の変更
　　ウ　誤測等による数量の訂正
　　エ　当初には予測し難い地形及び地質
　(２)　同一年度内における契約工期のみの変更で、違約金の問題を発生させないもの
３　変更実施理由は、変更実施をする理由及び事項並びに工期を変更する場合はその理由を記するものとする。なお、変更理由書（様式第１号）は、変更実施回議用紙と設計図書の間に添付するものとする。
　（契約変更の手続）
第８条　設計変更に伴う契約変更の手続は速やかに行うものとする。ただし、変更内容が重要でない構造、工法、位置若しくは断面のみの変更の場合又は変更見込金額が請負代金の10パーセント（10パーセントに相当する金額が300万円以下であるときは、300万円）以下である場合は、受注者に対し工事内容変更通知書（日光市建設工事請負契約書様式第20号）により通知するものとし、変更内容が重要でなく、かつ、工期又は請負代金の変更を伴わない場合は、監督員は、受注者に対し工事指示書（様式第２号）により通知するものとし、契約変更の手続は、工期の末（債務負担行為又は継続費に基づく工事における工期末の属する年度以外の年度にあっては、当該会計年度の末）までに行うことをもって足りるものとする。
２　前項の場合において、契約変更の時期が遅延し、日光市建設工事請負契約書第38条の規定による部分払を行う場合に受注者に著しく不利になることのないよう注意するものとする。
　（変更請負額の算定）
第９条　請負額の算定に当たっては、工事内容変更で設計額に増減がない場合でも、所定の請負率を乗じて算定するものとする。ただし、工期のみの変更の場合等で、工事内容の変更を伴わない場合は、この限りではない。
　（準用）
第１０条　この要領は、建設工事関連業務委託契約について準用する。この場合において、第３条中「日光市建設工事請負契約書第18条から第21条まで、第23条、第26条、第30条及び第31条」とあるのは、「日光市業務委託契約書第17条から第20条まで、第23条、第29条及び第30条」と、読み替えるものとする。
　　　附　則
　この要領は、平成18年３月20日から適用する。
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